
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 序 

1．研究の背景 

 映画は文化商品として経済的価値を持つのみならず、文学や演劇、

音楽、舞踊、美術等の諸要素を包含する総合芸術としての芸術的価値、

人類の営みを記録した歴史資料としての史料的価値も持つ。 

 今日、デジタル化・ネットワーク化の進展により映画の二次利用の

手段が拡大、角川映画による「羅生門」のデジタル復元（2008年）iな

ど、一部旧作映画の商業活用が進んでいる。また、映画を文化財と見

做す潮流も生まれており、2009年と2010年には記録映画「紅葉狩」

（撮影：1899 年、フィルム：1927 年）及び「史劇 楠公決別」（撮

影：1921 年、フィルム：1920、1921、1928 年ほか）の映画フィル

ムが美術工芸品（歴史資料）として重要文化財に指定されているii。 

 しかしながら、長期にわたり経済的価値を持ち続ける映画はごく一

部に過ぎず、映画はこれまで消耗品ととらえられる傾向が強かった。

東京国立近代美術館フィルムセンターの試算によると、比較的経済的

価値の高い劇映画についても、その 1910 年から 2005 年までの残存

率は 15.9%に過ぎずiii、倉庫の火災、劣悪な保管環境、会社組織の消

滅などを原因に多くの映画フィルムが失われてきている。権利意識が

高まり、不燃性フィルムが普及した戦後においては映画保存への意識

が高まっているが、教育映画、文化映画、成人映画、PR 映画、実験

映画等の経済的価値の低い映画については、依然として、その残存率

が極めて低いことが予想される。しかしながら、これらの非劇映画も、

芸術的価値や史料的価値を有するものであり、美術品や図書、公文書

と同様、「人類の諸活動や歴史的事実」を記録した「国民共有の知的

資源」 

 

 

 

（公文書等の管理に関する法律第1条）として保護し、次世代へ継承

するに値するものである。 

 

2．研究の目的 

本稿は、知的資源としての映画を網羅的に収集・保存し、次世代へ

と継承するためのフィルム・アーカイブ政策の制度研究を、その主眼

とする。 

映画は無体の知的財産であるとともに、フィルムやテープに固定さ

れた有体の物的財産でもある。近年、デジタル・アーカイブへの期待

が高まっているが、①フォーマットの陳腐化が急速、②デジタル媒体

の物質的化学的耐久性の実証が不十分等との批判も強く、媒体の寿命

という点では100年以上の実証を積み重ねた映画フィルムに対し、今

なお根強い信頼が寄せられているiv。国立国会図書館法第 24 条第 1

項には、法定納入の対象として、第 6号に「映画フィルム」、第 9号

に「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識するこ

とのできない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物」

とあり、物としての映画フィルムとDVDやVHSなどの「パッケー

ジ系電子出版物」vを収集の対象に想定していると言える。しかしな

がら、第3章で述べるように、前者については法定納入制度が機能し

ていない現状があるため、本稿では、長期保存の点で優れているにも

関わらず、現在、その収集・保存への取組が不十分である映画フィル

ムのアーカイブについて、主な論考の対象とする。 

 

第2章 映画の変遷とフィルム・アーカイブの国際的潮流 

1．日本映画史の特徴 

応用科学の一種として誕生し、20 世紀に娯楽産業として発達して

きた映画は、その初期段階から国境を越えた活動が活発な分野であり、

国際的な経済、科学技術、文化の潮流の影響を色濃く受けてきた。文

明開化の時代背景のなか、西洋伝来の文化である映画を吸収した日本
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も、戦時下の一時期を除き、トーキー、カラー等の映画技術、トリッ

ク撮影、モンタージュ理論等の映画技法を殆ど時差なく海外から受容

してきている。 

その一方、一国の映画表現や映画産業は、その国の文化的土壌や社

会インフラ、政治体制等の諸要素の影響も強く受けるものでもある。

弁士、楽士といった独特の興行形態や、日本語というローカル言語に

よる大きな国内市場という特徴をもった日本の映画産業は、外国映画

の脅威から比較的免れた場所でその歴史を刻むことができた。戦前、

日本映画が海外に紹介されることは、植民地を除いてほとんどなかっ

たが、国内に大きな市場を持っていたことから、1930 年代後半には

製作本数が 500 本近くにも達し、世界第二の映画生産大国となった。

戦後の混乱期を経て 1950 年代に入ると、国際映画祭で黒澤明監督や

溝口健二監督の映画作品が多くの賞を受賞、国際的な評価が高まると

ともに、映画観客人口は 11 億人超（1958 年）、映画製作本数は 547

本を数え（1960年）、第2の黄金期を迎えた。 

その間、日本政府は内務省を解体し、アメリカに倣った統治機構の

改革を進めながらも、中央集権的な権力構造は維持、その模倣は部分

的なものにとどまった。中央政府の強力なイニシアティブの下、日本

は経済復興を成し遂げたが、その一方、娯楽の多様化やテレビの普及

とともに映画は娯楽の王様としての地位を奪われることを余儀なく

された。しかしながら、第二次世界大戦の敗北と戦時統制の記憶は、

映画会社や映画人に禍根を残し、映画産業が斜陽を迎えた後も、公共

政策としての映画振興政策の展開は遅れることになった。文化庁

（1968年）や東京国立近代美術館フィルムセンター（1970年）が設

置された後も、中央政府による映画振興政策は体系化・一元化される

ことなく、文化振興、社会教育、文化外交、産業振興などに関わる多

様な官庁により、薄く広く展開された。 

とはいえ、1970年代後半からは、「地方の時代」、「文化の時代」を

背景に、地方自治体の教育委員会や知事部局においても、映画祭や映

画関連施設の設置など、地域振興を目的とした映画振興政策が展開。

文化の持つ多様な価値への評価は高まり、21 世紀に入ると、映画振

興政策に法的根拠を与える、文化芸術振興基本法（2001 年）やコン

テンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律（2004 年）が制定

された。今日では、映画は、日本政府が振興すべき「メディア芸術」

や「コンテンツ産業」の中心的な一ジャンルとして位置付けられるよ

うになっている。1960 年以降、映画館観客数、映画製作本数、日本

映画のシェア率は下降の一途を辿ったが、政府による映画振興政策の

本格化に呼応する形で、表1のとおり、現在、大幅に回復している。 

表1 日本映画産業データ                           ※日本映画製作者連盟資料による 

 最高記録 最低記録 2009年 

映画館観客数 11億2,000万人（1958年） 1億2,000万人（1996年） 1億7,000万人 

映画製作本数 547本（1960年） 230本（1991年） 448本 

国産シェア 78.3％（1960年） 27.1％（2002年） 56.9％ 

 

2．海外の代表的なフィルム・アーカイブ 

 日本がモデルとし得る海外のフィルム・アーカイブ政策として本稿

では、中央集権型のフランスと地域主権・民間主導型のアメリカを取

り上げる。 

フランスでは、文化・コミュニケーション省直属の国立機関である

国立映画センター（略称CNC。1946年）が映画やテレビ等のオーデ

ィオ・ビジュアル産業の規制と振興を司る役割を一手に担っている。

アーカイブ部門は 1969 年に設立。上映、展示施設は持たないながら

も、1992 年からは上映ヴィザを受けた全ての映画を法定納入してい

る（テレビ番組は国立視聴覚研究所）。また、CNCは、シネマテーク・

フランセーズ、シネマテーク・トゥールーズ、リュミエール研究所と

いったフィルム・アーカイブへ補助金を交付。この内、私立の非営利

アソシアシオン組織（1901 年法。Non-profit association）viであるシネ

マテーク・フランセーズ（1936 年）は、大規模なコレクションを所

蔵し、世界有数のフィルム・アーカイブとして上映・展示活動を行っ

ている。CNC の強力なイニシアティブの下、複数のフィルム・アー

カイブの役割分担と相互協力により、フランス全体としてのフィル

ム・アーカイブ政策が実施されていると言える。 

一方のアメリカは、文化政策を一元的に担う省庁がなく、政府から

独立した大統領直轄の全米芸術基金（NEA）が文化芸術助成を行って

いる。フィルム・アーカイブ政策については、まず、著作権の登録機

関でもあるアメリカ議会図書館（1800 年）が図書、地図、演劇・音

楽作品、版画、写真等とともに映画を網羅的に収集している。著作権

の無方式主義を原則とするベルヌ条約への加盟（1989 年）後も、著

作権登録を著作権侵害に対する司法上の救済措置の前提条件にする

など、著作権登録のインセンティブは堅持。アメリカ議会図書館著作

権局の下、法定納入制度と連結させた資料収集を続けているvii。この

他、ニューヨーク近代美術館（1935年）、ジョージ・イーストマン・

ハウス国際写真映画博物館（1949年）、カリフォルニア大学ロサンゼ

ルス校映画・テレビアーカイブ（1966年）、NPO法人アンソロジー・

フィルム・アーカイブズ（1970年）といった企業、大学、NPOなど

多様な出自を持つフィルム・アーカイブが自己資金のみならず、公的

機関や財団からの補助金、寄付金、税控除等により運営されている。

アメリカの文化政策の特徴を反映し、アメリカのフィルム・アーカイ

ブ政策は、民間の自主性に委ねられているようにも見える。しかしな

がら、その自由で多様なフィルム・アーカイブ活動の背後には、アメ

リカ議会図書館が、法定納入制度によりアメリカの知的資源を網羅的

に収集している前提があることに留意する必要がある。 

 

第3章 法定納入制度と国立フィルム・アーカイブ 

1．国立国会図書館 

日本におけるフィルム・アーカイブ政策の国家機関としては、立法

府に属する国立国会図書館と文化庁が所管する独立行政法人国立美

術館の東京国立近代美術館フィルムセンターが挙げられる。  

国立国会図書館は、日本の民主化と世界平和へ貢献することを使命



に（国立国会図書館法前文）、アメリカ議会図書館を範としつつviii1948

年に設立。戦前の議会図書館と帝国図書館の機能を併せ持ち、国会に

対する調査サービスや、行政や司法、一般に対する図書館サービスに

加え、日本の出版物の網羅的に収集に取り組んでいる（組織の規模は

表 3 参照）。資料の収集方法としては、購入、寄贈、交換等によるも

のもあるが、その6割が法定納入によるものである。法定納入制度の

目的としては一般に、①検閲、②著作権証明、③文化保存の3つが挙

げられるがix、国立国会図書館法には「文化財の蓄積及びその利用に

資するため」（第25条第1項）と明記、内容による選別は行わず、お

よそあらゆる出版物を納入対象として想定している。また、財産権を

保障する憲法第 29条第 3項は、たとえ公共のためであっても、私有

財産を用いる際には、正当な補償をすべきことを定めている。このた

め、民間出版物の納入に当たって、発行者が無償でよいとする場合を

除いては、「当該出版物の出版および納入に通常要すべき費用に相当

する金額」（納入代償金）を交付しなくてはならない（第25条第3項）

ことになっている。 

納入対象には、法制定当時から、図書や逐次刊行物、楽譜、レコー

ドなどとともに、「映画技術によって制作した著作物」が含まれてい

る（改正前第24条第1項第6号）。しかしながら、「映画技術によっ

て制作した著作物」は、映画フィルムが、①販売を目的とされておら

ず、そもそも製作本数が尐ないこと、②市販価格がないため代償金の

計算が難しく、その金額が高額になること、③当時の映画フィルムは

可燃性であり、その保存は技術的に困難であったこと、④保管スペー

スや上映施設がなかったことを理由に、1949 年から「当分の間」そ

の納入が免除されたx。1999 年に至って、第 24 条は現行の条文に改

正（第 1 章参照）、「映画技術によって制作した著作物」の内、「パッ

ケージ系電子出版物」については法定納入が開始された。現在、9万

1,000 点の VHS やDVD が利用可能になっているが、映画フィルム

については依然、納入が免除されたままになっている。 

 

2．東京国立近代美術館フィルムセンター 

映画の法定納入制度が機能していない中、東京国立近代美術館フィ

ルムセンター（以下、フィルムセンター）は、日本で唯一の映画専門

国立機関として、映画の収集、保存、公開、調査研究等の幅広い業務

を担っている。設立以来xi、映画の上映機関としての役割に重心が置

かれていたが、コレクションの増加とともに、不燃性フィルム専門保

存庫（相模原分館）の設置（1986年）、国際フィルム・アーカイブ連

盟への加盟（1989 年）を経て、徐々に映画の保存機関としての機能

を充実させてきている。現在、あらゆる年代とジャンルの日本映画を

網羅的に収集することを目的にするアーカイバル・ポリシーを重視し、

購入、寄贈、寄託xiiにより、劇映画、文化・記録映画、アニメーショ

ン映画、ニュース映画などを収集。近年は特に文化・記録映画の寄贈

が増加し、2008 年度には 1 年間で 8,000 本超の映画フィルムを収集

した。所蔵フィルム数は設立以来で 30 倍に増加、この十年でも倍増

以上し、現在そのコレクションは62,000本を超えている(表2参照)。 

表2フィルムセンターの所蔵資料数（2010年4月現在）                  ※聞き取りによる 

映
画
フ
ィ
ル
ム
（
本
） 

 2009年度収集数 2009年度末所蔵数 

括弧は外国映画数 

2009年度末寄託品数 

購入 寄贈 

劇映画 1,077 582 14,340（4,433） (分類なし) 

文化・記録映画 102 706 27,496（2,927） 

アニメーション映画 15 20 2,257（311） 

ニュース映画 0 305 14,659（187） 

テレビ用映画 0 35 5,987（467） 

合計 1,194 1,648 62,482（8,325） 8,018 

映
画
関
連
資
料 

書籍（冊） 671 232 29,832  ― 

その他（点） 0 12,653 未整理（約71万点） ― 

合計（点） 671 12,885 ― ― 

しかしながら、その組織の性格は、東京国立近代美術館の一課相当

に過ぎず、アーカイバル・ポリシーを重視しているとはいえ、法制度

上は、国立美術館として「美術（映画を含む。）に関する作品その他

の資料」（独立行政法人国立美術館法第 3 条）を選択的に収集してい

るに過ぎない。映画の専門人材や保存庫を有しながらも、表3のとお

り、予算や人員の規模の点では多くの課題と限界を抱えている。所蔵

フィルムの活用という点でも、京橋本館での企画上映のほか、「優秀

映画鑑賞推進事業」により全国の公共ホール等で一部映画の巡回上映

を行っているが、所蔵フィルムの外部貸出には著作権の関係上、多く

の制約を抱えているxiii。 

表3 国立国会図書館とフィルムセンターの規模（2010年4月現在） ※国立国会図書館総務部編及び聞き取りによる 

 国立国会図書館 フィルムセンター 

所管 立法府（国会） 文化庁  ※独立行政法人国立美術館の所管 

運営主体 国立国会図書館 独立行政法人国立美術館 

設置法 国立国会図書館法（1948年法律第5号） 独立行政法人国立美術館法（1999年法律第177号） 

職員定員 896人（2009年4月） 11人 

専門職数 ― 7人 

予算 211億3,000万円 3億5,600万円（管理費を除く） 

うち収集予

算 

図書館資料購入費：9億4,200万円 

納入出版物代償金：3億9,000万円 

科学技術関係資料費：11億300万円 

約9,000万円（保管費含む） 

収集資料数 図書：約950万冊 

逐次刊行物：約1,370万点 

非図書資料：約1,342 万点（内、利用可能な

映像資料9万1,000点） 

映画フィルム：約6万2,000本 

映画関連資料：約71万点 

 

第4章 地域のフィルム・アーカイブ 

1998年に特定非営利活動促進法、1999年に地方分権一括法や独立

行政法人通則法が制定された。2006 年には公益法人制度改革関連三

法も制定、2010 年現在、寄付金税制の抜本的改革に向けた議論が行

われている。明治維新以降の日本は、中央政府の強力なイニシアティ

ブの下で、社会的、経済的な発展を遂げてきた。しかしながら、この



十数年のあいだに、公共政策の領域においては「国から地域へ」「官

から民へ」という潮流が一気に加速、中央集権型の国家モデルから地

方分権型の国家モデルへと変革しつつあるとも言える。 

予算や組織の規模やコレクションの網羅性という点では国立フィ

ルム・アーカイブに及ばないものの、日本には地方公共団体が設立し

たフィルム・アーカイブも存在する。フィルム・アーカイブを直接の

対象とする法規範は日本にないが、本稿では、博物館法（第2条第1

項および第12条）を参考に、「アーカイブ」を映画の収集・保存のみ

ならず、公開、アクセス対応、調査研究などをも行うものと定義、「フ

ィルム・アーカイブ」を、映画の専門家を常勤の職員として雇用し、

映画フィルム及び映画関連資料のアーカイブを年間 150 日以上行う

常設の施設と定義する。この定義に該当する機関としては、広島市映

像文化ライブラリー、京都府京都文化博物館、川崎市市民ミュージア

ム、福岡市総合図書館映像資料課の 4 つが挙げられる（以下、広島、

京都、川崎、福岡）。 

表4のような特徴を持つこれらの機関の沿革は、中央図書館の映像

部門、博物館の映像部門と様々であり、行政の所管も教育委員会、知

事部局と異なっている。その一方、いずれの機関も、映画フィルムの

保存に適した収蔵庫を有し、映画の収集・保存・公開・調査研究等の

本格的なフィルム・アーカイブ活動に取り組んでいる。これらのフィ

ルム・アーカイブは、あらゆる映画を網羅的に収集するのでなく、地

域の特色と館独自の理念に適合する映画を選択的に収集することを

特徴（ミュージアム・ポリシー）としている。特定の分野については、

広島における現代アート・アニメーション、福岡におけるアジア映画

のように、フィルムセンターを凌駕するコレクション群も存在する。

また、館の種別を超えて、生涯学習政策、地域振興政策、文化政策等

の多様な政策の実施機関としての役割を期待されている点でも共通

している。近年、経済環境の悪化とデジタル技術の進展を背景に、地

域の放送局や視聴覚ライブラリーから映画フィルムの寄贈依頼が増

加。川崎と福岡は、地域資源であるこれらを受け入れ、映画フィルム

の文書館的機能も果たすようになっている。 

表4 地域のフィルム・アーカイブの特色（2010年4月現在）                 ※聞き取りによる 

 広島市映像文化ライ

ブラリー 

京都府京都文化博物

館 

川崎市市民ミュージ

アム 

福岡市総合図書館映

像資料課 

設立年 1982年 1988年 1988年 1996年 

沿革 中央図書館の映像部

門 

博物館の映像部門 博物館の映像部門 中央図書館の映像部

門 

行政の所管 市民局生涯学習課 文化環境部文化芸術

室 

市民・こども局市民

文化室 

教育委員会福岡市総

合図書館 

地域の特色 国際平和都市 映画都市 工業地帯、ベッドタ

ウン 

アジア諸国に近接 

特徴的な映

画政策 

広島国際アニメーシ

ョンフェスティバル 

京都文化の保存・継

承・発信 

「映像のまち」（都市

政策の一貫） 

アジアフォーカス福

岡国際映画祭 

コレクショ 平和や広島に関する 時代劇を中心とした 独立系プロダクショ アジア映画（映画祭

ンの特色 劇映画 

貸出用教育文化映画 

映画祭入賞作を保管 

京都にゆかりのある

映画 

復元した映画 

ン等の劇映画 

CMやビデオアート 

地域映画（寄贈） 

への参加作品等） 

福岡にゆかりの深い

劇映画 

地域映画（寄贈） 

総合的かつ個性的な活動を行うこれら機関への期待は高まってい

ると言えるが、その一方、フィルム・アーカイブには法的根拠がない

ことから、その所在地域や数は限定的であり、今後の大幅な増加を期

待しにくい現状がある。また、現行組織の機構や予算の規模は極めて

小さく（表 5 参照）、特に収集予算については、広島を除き、近年、

大幅に減尐している。所蔵フィルム数も、フィルムセンターが6万本

を超えているのに対し、いずれも1,000本程度に過ぎず、その多くは

館内での上映権しか取得していないため、外部への貸出には大きな制

約があるxiv。また、近年は、フィルム・アーカイブの機能のうち、地

域のミニシアターや文化拠点として、公開活動や教育普及活動への期

待が一層高まっている傾向を指摘することもできる。 

表5 地域のフィルム・アーカイブのデータ（2010年4月現在）                ※聞き取りによる 

 

 

広島市映像文化ライ

ブラリー 

京都府京都文化博物

館（映像部門） 

川崎市市民ミュージ

アム（映像部門） 

福岡市総合図書館映像

資料課 

職員数 6人（館長、常勤3人、

嘱託2人） 

2人（常勤1人、嘱託

1人） 

4人（常勤2人、嘱託

2人） 

6人（常勤4人、嘱託2

人） 

専門職 常勤1人 常勤1人 常勤2人（映画1人、

映像1人） 

常勤2人（学芸1人、

映像管理員1人） 

予算 約9,200万円（音響含

む） 

約1,400万円（管理費

を除く） 

約2,400万円（映画・

映像含む） 

約4,900万円 

収集予算 約1,200 万円（音響含

む） 

約100万円 約400万円（映画・映

像含む） 

約420万円 

所蔵フィ

ルム本数 

日本映画：631本 

貸出用教育文化映

画：1,828本 

8mm： 241本 

日本映画：790本 

9.5mm等：250本 

約1,000本（外国映画

含む） 

※整理済みのみ 

アジア映画：464本 

日本映画：465本 

※整理済みのみ 

上映日数 約250日 約200日  約100日 約250日 

観客数 46,066人 

※2009年度 

24,409人 

※2008年度 

8,795人 

※2007年度 

20,584人 

※2008年度 

 

第5章 フィルム・アーカイブの役割と課題（まとめ） 

1．国の役割と課題 ―網羅的収集― 

「文化的アイデンティティのひとつの表現」である映画は経済的価

値とともに「教育的、文化的、芸術的、学術的、歴史的価値」（動的

映像の保護及び保存に関する勧告前文）を持つものであり、「客観的

真理が拘束を受けずに自由に探究され、且つ、思想と知識が自由に交

換される」（ユネスコ憲章前文）ことを可能とするためにも、その保

存・継承への取組が期待される。日本において、中央政府による映画

振興政策が本格化したのは 21 世紀に入ってからであり、フィルム・

アーカイブについてもこれまで民間の自主性に委ねられる傾向が強



かった。しかしながら、日本の映画産業は、興行収入こそ2,000億円

前後を維持しているものの、その7割～9割は大手三社の配給による

ものであり、映画会社の大部分である零細企業や個人プロダクション

の倒産数がきわめて多い（表6参照）特徴がある。こうした現状にお

いては、日本映画が散逸する危険性を否定することはできず、対外的

に日本を代表する中央政府には、日本映画を網羅的に収集・保存し、

次世代へ継承する国際的な責務が課せられていると言える。 

表6 映画会社倒産数              ※日本映画製作者連盟（2011）および帝国データバンク（2009） 

 入場者 

（百万人） 

興行収入 

（億円） 

公開本数  映画関連会社 

倒産数 邦画 洋画 

2002 161 1,968 640 293 347 21 

2003 162 2,033 622 287 335 33 

2004 170 2,109 649 310 339 26 

2005 160 1,982 731 356 375 31 

2006 165 2,029 821 417 404 19 

2007 163 1,984 810 407 403 33 

2008 160 1,948 806 418 388 36 

2009 169 2,060 762 448 314 43 

2010  174 2,207 716 408 308 ― 

この映画の網羅的な収集・保存の手段としては、内容による選別の

余地を残す購入、寄贈、寄託よりも、内容による選別なく、強制的か

つ網羅的に収集する法定納入制度のほうが、目的に照らしてより適切

な手段である。そもそも、映画フィルムが法定納入の対象外とされた

のは、1949年から「当分の間」の例外措置であり、国立国会図書館に

は今なお、法制度上、映画フィルムを法定納入することが期待されて

いる。中央政府には、この例外措置を改め、映画フィルムの法定納入

制度を開始することが求められるが、実際に制度を運用に当たっては、

以下の問題が発生することになる。 

①納入対象の特定と費用負担 

映画の劇場公開本数は年間約 700～800 本、近年は、邦画作品だけ

でも400本を超えている（表6参照）。プリント代を1本当たり20万

円から 40 万円とし、納入代償金を実費とすると、邦画作品だけでも

年間8,000万円～1億6,000万円の費用負担が発生する。また、劇場公

開作品は、劇映画の新作が中心となるが、過去の映画や記録映画や教

育映画等の非劇場用映画も、知的資源として高い価値を有するもので

あり、その網羅的な収集・保存が期待される。しかしながら、経済産

業省の統計（2004年）によると、1年間の映画制作総本数は 3,988本

にも及んでおりxv、これらすべての映画を納入することは予算や労働

力の点から現実的ではないため、内容以外の方法により選別を行う必

要性が発生する。 

②納入義務者と納入機関 

民間の出版物は、「文化財の蓄積及び利用に資するため」、その発行

者が「発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国

会図書館に納入」（国立国会図書館法第25条）しなければならないこ

とになっている。映画フィルムについては、そもそも、販売を目的と

していないため、納入用フィルムの制作や流通経路の形成について、

映画会社等と一から合意を形成する必要がある。仮に映画製作会社や

配給会社に、劇場への頒布と同様の手段で、国立フィルム・アーカイ

ブへの納入を義務づけたとしても、これらの企業の多くは零細企業で

あり、納入にかかる作業負担は決して軽視できるものではないため、

多くの未納フィルムが発生する可能性を否定できない。 

また、映画フィルムの法定納入機関としては、まず、法的根拠を有

する国立国会図書館が挙げられるが、国立国会図書館が映画フィルム

の納入を免除された理由は今なお改善されておらず、インターネット

情報などの「ネットワーク系電子出版物」の収集という新たな政策課

題も発生している。仮に国立国会図書館が一から映画フィルムの納入

を開始する場合、映画フィルムは他の図書館資料と保存方法や公開方

法が大きく異なるため、フィルム専門人材の雇用や育成、保存施設や

上映施設の設置にかかる膨大なコストを新たに負担することになる。 

③公開の制限 

納入代償金は映画フィルムの収集・保存に対する対価であり、一般

に向けた上映には、上映用プリントの作成や著作権処理が別途必要と

なる。実際、フィルムセンターでは、映画の著作権者に対し、館内で

の上映権利料15万円/本を支出しており、「パッケージ系電子出版物」

を納入する国立国会図書館は、上映権利料は支出していないが、資料

の閲覧を調査研究目的に限った個人ブースでの視聴に限定しており、

他館への貸出は行っていない。たとえ、法定納入制度により網羅的か

つ強制的に映画フィルムを収集したとしても、その公開には大きな制

約が課せられることになる。所蔵フィルムのなかには、著作権法の保

護期間が終了し、パブリック・ドメインになるまで、一般公衆に向け

た上映ができない作品が含まれることも想定される。 

 

2．地域の役割と課題―選択的収集― 

知的資源としての映画の収集・保存は、第一次的に国の責務ではあ

るが、法定納入制度には多くの制約があることから、地域のフィル

ム・アーカイブにも、国立フィルム・アーカイブの機能を補足し、日

本のフィルム・アーカイブ政策の重要な一翼を担うことが期待される。

地域のフィルム・アーカイブは、ミュージアム･ポリシーに基づき、

館独自の理念と方針に合致する映画を選択的に収集・保存するととも

に積極的な公開活動を展開している（第4章参照）。こうした取組に

より、地域文化を振興し、都市との文化格差を是正する役割が期待さ

れるが、その一方で、①規模や予算がきわめて小さい、②著作権や興

行との関係からアーカイブ活動に制約が課せられている、③現状で 4

機関しか存在せず、日本各地にフィルム・アーカイブ不在地域を抱え

る、といった問題点も抱えている。 

本稿で定義するフィルム・アーカイブ以外にも、映画フィルムをコ

レクションの一部とする一般の図書館、博物館、公文書館、視聴覚ラ

イブラリーなどもあるが、これら機関の大多数は、映画の専門人材や

専門保存庫を有しておらず、映画フィルムを持て余している可能性が



高い。これらのアーカイブ機関へは喫緊の支援が必要とされるが、そ

もそも、映画フィルムの総目録が存在しておらず、映画フィルムを所

蔵するアーカイブ機関間の定例的なネットワークもないため、現状に

おいては、支援の対象となり得るアーカイブ機関を特定することすら

難しい。 

 

第6章 結論―日本のフィルム・アーカイブ政策の樹立に向けて― 

1．総括 

本稿においては、地方分権の潮流や国家財政の危機も考慮し、国の

取組にとどまらず、地方公共団体の取組についても論を重ねてきた。

しかしながら、映画という知的資源を確実に保存し次世代へ継承する

点については、地方公共団体の取組にはおのずと限界があり、国の役

割が依然として大きい。 

本稿ではここまで映画の収集・保存に取り組む国立アーカイブ機関

として、国立国会図書館とフィルムセンターを取り上げてきたが、こ

れ以外にも、独立行政法人国立公文書館が「歴史資料として重要な公

文書等」を収集・保存している（独立行政法人国立公文書館法第1条）。

表7のとおり、日本映画の大部分は、これらの3機関により、何らか

の形で制度的に収集されていると言えるが、新作xviの映画フィルムに

ついては、いずれの機関の制度的な収集の対象にもなっていない。新

作の映画フィルムの収集方法としては、法定納入制度があり、国立国

会図書館は映画フィルムの納入を免除されているが、フィルムセンタ

ーと国立国会図書館を一体としてみる限り、この免除理由の大方は、

高額な代償金の問題を除き、解決の方向に向かっていると言うことが

できる（表8参照）。 

表7 映画の種別と国立アーカイブ機関 

 製作者 旧作 新作 

映画フィルム 官 フィルムセンター 

国立公文書館 

― 

民間 フィルムセンター ― 

パッケージ系電子出版物 官 国立公文書館 国立国会図書館 

民間 （国立国会図書館） 

※法定納入は2000年 

国立国会図書館 

表8 映画フィルムの法定納入の免除理由と現状 

課題（免除理由） 国立国会図書館 フィルムセンター 国全体 

①法的根拠 ○（国立国会図書館法第24

条第1項） 

× ○ 

②販売目的 × △（個別交渉により、フィル

ム実費＋館内上映権を購入） 

△ 

③代償金の予算措置 × × × 

④フィルム保存技術 × ○（専門家を雇用） ○ 

⑤保存・上映施設 × ○（京橋及び相模原） ○ 

日本映画を網羅的に収集・保存し、日本国民及び人類全体の利用に

供するためには、唯一無二の国立フィルム・アーカイブが単独でこれ

らすべてに取り組むという発想から、異なる設置目的や優先課題をも

つ複数のアーカイブ機関が連携・協力により、役割を分担していくと

いう発想へと転換していくことが重要である。フランスやアメリカに

おいても、CNC やアメリカ議会図書館といった国立アーカイブ機関

が法定納入機能を担いつつも、国全体のフィルム・アーカイブ政策は、

官民複数の機関により実践されている。日本においても、国と地域と

民間の多様な機関の協働によるオール・ジャパンのフィルム・アーカ

イブ政策を実現することが求められている。 

 

2．日本のフィルム・アーカイブ政策のモデルとして―2つの柱― 

ここまで述べてきた国と地域の役割と現状を踏まえ、筆者は、民間

の映画会社等の営利活動を尊重しつつも、映画フィルムの法定納入制

度を開始すべきだと考える。また、映画を網羅的に収集・保存し、一

般の利用に供すためには、法定納入制度だけでは不十分であるため、

これを補完する政策も必要とされる。これらの政策についても、その

費用負担や実現可能性といった点から詳細な検討が必要であるため、

法定納入制度に関する考察を中心とする本研究においては、具体的な

制度設計案の提示までは行わず、その方向性を指摘するに留めたい。 

表9は本稿における提言と今後、整理していくべき課題についてま

とめたものである。 

表9 日本のフィルム・アーカイブ政策の制度モデルと今後の課題（結論） 

 法定納入制度 発生する主なタス

ク 

法定納入制度の補

完（方向性） 

今後の展望と課題 

納入対象と費用負

担 

・劇場公開映画のポ

ジ・フィルム（約

400本） 

・納入代償金の負担 ・寄贈・寄託の促進

（非劇場用映画等

中心） 

・デジタル・アーカ

イブ 

・財源の検討 

納入義務者と納入

機関 

・フィルムセンター

と国会図書館と連

携 

・民間の協力獲得 

・フィルムセンター

の拡充 

・フィルム・アーカ

イブ支援とネット

ワーク形成 

・法的整理 

・映画振興の在り方 

・民間の意識調査 

公開の制限 ・館内での視聴を原

則 

・上映権の収集 ・所蔵フィルムの流

動化促進 

・フェアユースの範

囲拡大 

 

①映画フィルムの法定納入制度―国の最低限の責務として― 

 あらゆる日本映画を納入対象とすることが理想ではあるが、第5章

で整理したように、予算や労働力に限界がある以上、一定の選別によ

り納入対象を限定することは避けられない。しかし、財産権の保障を

謳う日本においては、強制力を伴う法定納入制度の運用には慎重を期

すべきであり、選別の基準は内容以外によるべきであることから、納

入対象は日本で製作された映画に限定し、選別基準は公開方法による

ものとする、つまり、劇場公開された日本映画に限定すべきと考える。

納入代償金としては、映画フィルムは書籍と異なり、その複製に規模

の経済が働きにくいことを配慮し、「当該出版物の出版および納入に

通常要すべき費用に相当する金額」として、ポジ・プリントの実費（20

万円～40 万円）を支払うことが適当である。日本映画の年間劇場公



開本数は現在、400 本程度であることから、納入代償金総額は 8,000

万円から1億6,000万円になる。本稿は、映画が図書や公文書と同様

の価値を持つ知的資源であるという前提に立ち、論を展開してきたた

め、財源については一般会計から支出することが相応しいと考える。

しかしながら、映画は経済性の強い文化商品でもあるため、映画会社

等の受益者負担の在り方についても今後、議論を深める必要がある。 

 法定納入を受け持つ機関としては、法制度上、国立国会図書館に映

画フィルムの保存・上映施設（分館）を設置することが望ましいが、

国立国会図書館にはウェブ等の「ネットワーク系電子出版物」の収

集・保存という新たな政策課題があり、財政難を背景とした国会・行

政改革のなかで新たな国立施設を設置することには多くの困難が伴

う。このため、映画フィルムの法定納入制度を運用するにあたっては、

国立国会図書館とフィルムセンターが連携・協力していく方策を模索

することが現実的となる。具体的な法律論は今後の課題とするが、こ

の連携・協力策を検討するに際しては、納入率を上げ、映画フィルム

を確実に保存するためにも、映画の専門家と上映・保存施設を抱え、

映画業界とのネットワークを構築しているフィルムセンターを主体

として制度設計をしていくべきであると筆者は考える。文化庁による

映画振興に関する答申等では、フィルムセンターの拡充が再三求めら

れており、2004年には東京国立近代美術館の一課相当であるフィルム

センターを映画専門の国立文化施設として独立させる必要性も指摘

されているxvii。第3章で述べた通り、フィルムセンターの規模は小さ

く、現状の予算と機構で映画フィルムの法定納入機能を担うことは難

しいため、筆者は、独立も視野に、その機能を大幅に拡充すべきと考

える。 

 最後に、公開については、現在の国立国会図書館と同様、一般への

上映を前提とせず、館内での視聴を原則とすることが現実的である。

すべての映画フィルムを上映や貸与を目的に納入する場合、納入代償

金とは別に、上映用プリントの作成費や上映権利料を負担しなくては

ならないことになる。映画会社等のなかには、興行への悪影響を理由

に、納入に反対・忌避する団体が現れることも予想される。とはいえ、

法定納入制度は、「文化財の蓄積およびその利用」（国立国会図書館法

第25条）を目的とするものであり、利用に大幅な制限を課すことは、

制度の趣旨を損なうことにもなる。この点を踏まえ、映画フィルム（有

体）については、法定納入制度により網羅的かつ強制的に収集しつつ、

その上映権や頒布権（無体）については、現在のフィルムセンターと

同様、予算の範囲内で選択的に収集（購入、受贈）していくべきであ

ると考える。 

 

②法定納入制度を補完する政策の方向性―地域の役割とネットワー

クの構築― 

法定納入制度による収集対象は新作の劇映画が中心となるため、劇

場で公開される機会の尐ない記録映画や個人映画などについては、過

去の映画や外国映画と同じく、購入、寄贈、寄託等の方法により収集

を進めていくことになる。地域のフィルム・アーカイブには、地域の

文化拠点として固有の文化を保護・振興していく役割が期待されるた

め、地域に関連する映画を固有の知的資源のひとつとして収集、保存

し、全国に発信していくことが求められる。特に近年、フィルム文化

の衰退とともに、地域に眠る映画フィルムは破棄される危険があるこ

とから、地域のフィルム・アーカイブには、滅失の危機にある映画フ

ィルムを発掘し、寄贈を積極的に受け入れることが求められる。 

しかしながら、こうした地域のフィルム・アーカイブに関する取組

は、例えば、フィルム・コミッションや映画製作への出資、映画祭の

開催等に比べ、経済振興や観光振興に結び付きにくいものであり、フ

ィルム・アーカイブの設置を義務付ける法的根拠がない以上、地方公

共団体にとって触手が伸びにくい政策領域である。実際、日本には映

画の収集、保存、公開を総合的に行うフィルム・アーカイブは4機関

しか存在しないことはこれまで見てきたとおりである。国には、「美

術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し」、「文

化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策

を講ずる」（文化芸術振興基本法第26条）ことが求められていること

から、フィルム・アーカイブについても、その設置や設備充実にかか

る経費を援助できる仕組（図書館法第20条、第27条、博物館法第24

条、第 28 条、公文書館法第 6 条）を整えることが期待される。とは

いえ、深刻な財政難を抱える現状において、国が全国的な規模で、新

たな公共文化施設の設置を財政的に支援していくことは現実的では

ない。このため、設備の整備以外の支援として、①映画総目録の作成、

②映画フィルム取扱講習会の開催、③共同研究や共同事業の奨励など

により、一般の図書館、博物館、公文書館、視聴覚ライブラリーのフ

ィルム・アーカイブ機能を強化し、これらのネットワークを形成・深

化していく手段も検討すべきである。 

また、これらに加えて、国立フィルム・アーカイブのコレクション

は、本来的には日本全国に等しくアクセスを提供しなくてはならない

ため、国には、所蔵フィルムの流動化促進に向けた環境整備が求めら

れる。その具体策としては、①所蔵フィルムのソフト化及び館内での

無料閲覧機会の提供、②所蔵ソフトの外部貸出、③出庫料の免除と著

作権処理の代行処理等が考えられる。これらの取組を開始するために

は、国立フィルム・アーカイブの機能拡充とともに、著作権とフェア

ユースをめぐる大規模な変革が必要であり、今後、行政、アーカイブ

機関、映画会社等による本格的な議論の展開が望まれる。 

 

③その他今後の課題 

 以上、本稿では、コストや耐用年数の点で現在優れている映画フィ

ルムの収集について論考を重ねてきた。しかしながら、3D 映画の浸

透やインターネットの普及を大きなきっかけに、製作、編集、流通、

上映の過程において映画フィルムに固定されない映画も誕生しつつ

あることから、デジタル媒体のアーカイブについても早急に検討を進

める必要がある。デジタル媒体は数年単位で再生機器やファイル形式

の陳腐化が発生し、度重なる最新媒体へのメディア変換を要求される

ため、当面のあいだは、長期保存を目的とした映画の保存はフィルム



で行い、デジタル・アーカイブは利用の一形態と認識すべき、という

のが本研究の主張である。しかしながら、デジタル・アーカイブによ

り複製や保管にかかるコストが大幅に縮減され、遠隔地への配信も容

易になる等、多くのメリットがあることを無視することはできない。

今後、デジタル・アーカイブに関する技術的、制度的な研究が深化す

ることが望まれる。 

 また、本稿では、日本の映画製作本数は世界的に高水準にあるが、

日本映画を支える映画会社の大多数は零細企業であり、多くの映画会

社が生まれては消えている現状がある点を指摘した。フィルム・アー

カイブ政策を実践するにあたっては、この点に留意し、映画会社の負

担を減らすよう努めるべきであるが、そもそも映画会社の倒産数が多

いこと自体が問題であるため、日本の映画産業の構造自体を大幅に改

革する必要があるかもしれない。日本のフィルム・アーカイブ政策を

詳細に検討するにあたっては、映画振興政策全体の在り方についても

議論を深めることが求められる。 

 国の公共政策の在り方が問われている今日、映画政策においても、

国と地域と民間の役割を問い直す時期を迎えている。公共政策全体と

して、公的負担を極力減らし、地域や民間の活力を最大限に活かす政

策にシフトチェンジすべきことに異論はないものの、こと文化芸術の

保存・継承という政策領域においては、官の、特に国の役割が重要で

あると筆者は考える。100年後、1000年後の日本国民を、世界市民を

失望させることのないよう、長期的かつ世界的な視野にたったフィル

ム・アーカイブ政策の立案・実施が期待される。 
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